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］
八
○
○
年
の
『
封
鎖
商
業
国
家
』
が
そ
の
基
本
構
造
に
お
い
て
、
一
七
九
六
年
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
第
一
部
と
同
一
で
あ
る
こ

と
は
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
坐
別
者
が
後
者
に
対
す
る
付
録
の
位
置
を
占
め
て
い
る
、
と
い
う
外
面
的
理
由
に
・
依
る
だ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
両
者
は
同
一
の
所
有
理
論
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
八
我
為
が
前
稿
に
お
い
て
確
認
し

（
１
）
 

た
点
、
つ
ま
り
、
市
民
社
会
の
政
治
化
の
理
論
的
根
拠
が
、
「
労
働
に
基
く
私
的
所
有
の
獲
得
が
平
等
に
強
制
さ
れ
る
」
と
い
う
、
純
粋

自
我
実
在
化
の
社
会
的
媒
介
形
態
の
発
見
に
あ
っ
た
、
と
い
う
点
は
、
『
封
建
商
業
国
家
』
に
即
し
て
も
〈
充
分
に
実
証
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
Ｐ
歴
史
的
関
係
と
し
て
の
私
的
所
有
権
の
構
造
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
我
念
に
と
っ
て
陣
さ
し
あ
た
り
次
の
点
が
問
題

（
２
）
 

の
焦
点
を
な
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
封
鎖
商
業
国
家
』
に
お
け
る
「
理
性
国
家
」
論
が
、
私
的
所
有
権
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
こ
れ
ら
の
全
主
張
〔
『
封
鎖
商
業
国
家
』
に
お
け
る
封
鎖
政
策
へ
貨
幣
徴
標
政
策
、
三
階
級
編
制
等
〕
は
、
自
由
な
活
動
へ
の
排
他

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
一
一
）

二
七

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）

ｌ
歴
史
哲
学
の
構
造
転
換

￣ 
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フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）

一
一
八

（
３
）
 

的
権
利
と
い
う
私
の
所
有
理
論
に
基
い
て
い
る
。
」
フ
ィ
ヒ
テ
に
し
た
が
え
ば
、
物
件
に
対
す
る
占
有
に
よ
っ
て
私
的
所
有
権
を
基
礎
づ

け
る
考
え
方
は
、
実
際
に
は
、
次
の
よ
う
な
旧
体
制
の
弁
護
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表
現
と
し
か
柔
な
さ
れ
え
な
い
。
つ
ま
り
、
「
大
土
地
所

（
４
）
 

有
者
の
身
分
な
い
し
貴
族
が
唯
一
其
の
所
有
者
で
あ
り
、
国
家
を
な
す
唯
一
の
市
民
で
あ
り
、
他
の
者
は
す
べ
て
届
劉
民
に
す
蟹
）
な
い
」

こ
と
を
法
理
論
と
し
て
正
当
化
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
『
自
然
法
の
基
礎
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
純
粋
自
我
Ｐ
杷
対
的
自
由
の

（
５
）
 

実
存
条
件
と
し
て
の
私
的
所
有
権
は
、
相
互
承
認
行
為
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
私
的
所
有
権
の
必
然
性

も
何
様
に
、
純
秘
間
我
の
災
存
諦
条
件
で
あ
る
生
存
、
活
動
（
Ⅱ
労
働
）
か
ら
淡
縄
さ
れ
る
。
「
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と

が
所
有
契
約
の
粉
神
だ
。
こ
れ
は
す
べ
て
の
理
性
的
国
家
体
制
の
根
木
命
題
だ
。
各
人
は
自
ら
の
労
働
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
ね

（
６
）
 

ぱ
な
ら
ぬ
。
」
（
『
自
然
法
の
基
礎
』
）
「
人
間
活
動
す
ぺ
て
の
目
的
は
、
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
・
・
…
．
し
た
が
っ
て

〔
自
由
な
行
為
の
諸
領
域
の
〕
分
割
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
す
ぺ
て
の
者
が
そ
こ
で
存
立
で
き
る
よ
う
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
共
存
共

〔
自
由
な
行
為
の
諸
領
域
の
〕

（
７
）
 

栄
。
」
（
『
封
鎖
商
業
国
家
し

（
、
）

志
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
平
等
な
私
的
所
打
者
の
政
沿
化
さ
れ
た
市
民
社
会
の
内
的
細
制
も
同
一
の
柵
造
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

（
８
）
 

市
民
の
三
大
階
級
、
生
雄
老
、
製
造
者
（
こ
れ
は
、
澄
材
の
所
右
に
は
関
係
が
な
い
か
ら
、
労
働
者
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
）
、
そ
し
て

（
９
）
 

商
人
に
よ
る
分
業
Ⅱ
交
通
編
制
は
、
こ
の
序
列
に
従
っ
て
、
経
済
構
造
を
形
造
り
、
同
時
に
理
性
国
家
の
平
等
な
成
員
と
し
て
、
共
同
意

し
た
が
っ
て
、
我
☆
は
、
プ
ィ
ヒ
テ
の
い
う
理
性
国
家
が
こ
の
段
階
で
も
さ
し
あ
た
り
は
、
平
等
な
私
的
所
有
の
強
制
を
内
実
と
す
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
事
だ
が
、
次
の
規
定
を
文
字
通
り
フ
ィ
ヒ
テ
の
真
意
の
表
現
と
し
て
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き

、
、

、
、
、

る
。
す
な
わ
ち
、
「
各
人
に
は
じ
め
て
彼
の
も
の
を
与
え
、
そ
れ
を
は
じ
め
て
彼
の
所
有
物
に
指
定
し
、
し
か
る
後
に
は
じ
め
て
そ
の
所



そ
れ
で
は
、
八
類
と
し
て
の
理
性
国
家
Ｖ
と
は
何
か
。
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
唾
）
『
自
然
法
の
基
礎
』
に
お
い
て
、
政
治
化

グ
リ
ー
ト

さ
れ
た
市
民
社
会
の
市
民
は
、
共
同
意
志
の
櫛
成
要
素
で
あ
り
な
が
ら
も
、
他
力
で
は
共
同
意
志
の
分
肢
と
し
て
の
規
定
を
も
も
っ
て
い

た
。
我
念
は
こ
れ
ら
を
各
々
、
民
衆
の
集
合
体
の
革
命
権
と
し
て
、
ま
た
臣
民
な
る
規
定
と
し
て
確
認
し
て
お
い
た
。
前
者
に
関
し
て

は
、
一
七
九
八
年
の
『
倫
理
論
』
を
援
用
し
て
、
次
の
点
を
再
確
認
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
理
性
国
家
が
前
述
の
国
家
市
民

契
約
に
雑
い
て
成
立
す
る
か
ぎ
り
、
各
市
民
は
た
し
か
に
私
的
意
志
と
し
て
存
在
し
、
い
か
な
る
国
家
転
樋
の
試
糸
も
（
そ
れ
が
市
民
全

（
Ｍ
）
 

員
の
一
致
を
え
な
い
か
ぎ
り
）
、
反
乱
と
一
百
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
国
家
と
各
市
民
の
私
的
信
念
と
の
矛
盾
が
生
じ

る
場
合
（
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
が
む
し
ろ
通
例
な
の
だ
が
）
、
そ
の
私
的
信
念
の
共
同
意
志
化
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
従
え
ば
、
義
務

と
し
て
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
私
が
絶
対
的
な
思
惟
の
自
由
を
も
っ
て
い
る
」
か
ぎ
り
、
「
私
的
信
念
を
共
同
意
志
に
す
る
こ

（
妬
）

と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
…
…
私
の
私
的
信
念
の
〔
他
人
へ
の
〕
伝
達
は
、
絶
対
に
義
務
で
あ
る
。
」

後
者
に
関
し
て
は
、
『
自
然
法
の
基
礎
』
に
お
け
る
政
治
化
さ
れ
た
市
民
社
会
の
主
要
な
規
定
が
、
全
国
家
市
民
の
共
同
意
志
の
措
定

で
あ
る
こ
と
と
同
時
に
、
プ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
全
員
（
富
の
『
）
と
全
体
性
な
い
し
総
体
（
置
屋
の
〕
庁
・
ｇ
ｏ
目
Ｎ
の
）
と
の
異
同
に

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
一
一
）

二
九

（
、
）

有
物
を
保
護
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
国
家
の
使
命
な
の
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
な
同
一
性
を
前
提
す
る
な
ら
ば
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
差
異
性
が
目
立
つ
両
著
作
に
お
い
て
も
（
と
い
う
の
は
、
『
自
然
法
の

基
礎
』
は
、
共
同
意
志
の
主
体
を
民
衆
の
概
念
に
よ
っ
て
象
徴
し
た
の
に
対
比
し
て
、
『
封
鎖
商
業
国
家
』
は
例
外
な
く
、
国
家
そ
の
屯

（
胆
）

の
を
主
体
と
し
て
端
的
に
立
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
、
理
性
国
家
に
お
け
る
国
家
対
市
民
関
係
の
同
一
性
が
推
論
で
艶
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
一
八
○
○
年
に
お
い
て
も
一
七
九
六
年
の
八
類
と
し
て
の
理
性
国
家
Ｖ
原
理
が
獄
徹
し
て
い
る
こ
と
を
推
論
で
き
る
で
あ
る

う
｡ 



フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
氏
社
会
と
国
家
（
二
）

一
二
○

（
畑
）

関
す
る
見
解
を
注
意
深
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
抽
象
的
な
概
今
巴
に
す
ぎ
ぬ
坐
肌
者
に
対
比
し
て
、
後
者
は
次

の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
結
合
契
約
〔
Ⅱ
国
家
市
民
契
約
〕
に
よ
っ
て
個
人
は
、
有
機
的
総
体
の
一
部
分
と
な
る
。
Ｌ

「
有
機
体
に
お
い
て
は
、
各
部
分
は
常
に
総
体
を
得
る
。
こ
れ
と
同
様
に
市
民
は
、
国
家
に
対
し
て
関
係
す
る
。
…
…
各
部
分
な
い
し
各

市
民
は
、
総
体
に
よ
っ
て
彼
に
指
定
さ
れ
た
地
位
に
お
い
て
自
分
自
身
を
維
持
し
…
…
そ
し
て
総
体
は
、
各
部
分
を
こ
の
部
分
の
状
態
に

鱸
い
て
縦
朧
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
己
内
遮
柵
し
、
ｎ
分
側
身
を
維
持
す
る
の
蝉

、
然
打
機
体
と
の
ア
ナ
ｎ
ジ
ー
の
多
川
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
総
体
概
念
の
規
定
は
た
し
か
に
峻
昧
で
あ
り
、
ま
た
人
狐
Ⅱ
脚
然
Ⅱ
国
家

（
肥
）

の
等
式
を
み
る
と
き
、
非
〈
仰
理
主
義
的
要
素
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
性
国
家
概
念
の

内
容
規
定
を
与
え
よ
う
と
す
る
我
交
の
課
題
か
ら
す
れ
ば
、
一
見
相
矛
盾
す
る
次
の
二
つ
の
事
情
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
・
に
、
相
互
承
認
行
為
に
よ
っ
て
た
ん
な
る
社
会
形
成
の
象
た
ら
ず
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
的
自
我
の
実
存
そ
の
も
の
の
形
成
を
も
理

（
四
）

論
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
共
同
意
志
そ
の
も
の
の
実
体
化
へ
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
プ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
的
、
我
が
実
在
化
す
る
緋
条
件
は
す
ぺ
て
、
他
人
と
の
媒
介
な
し
に
は
生
じ
え
ず
、
し
た
が
っ殉）

て
、
尖
同
窓
士
心
が
媒
介
者
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
総
体
が
、
す
べ
て
の
仙
人
の
占
有
と
椛
利
と
の
所
有
岩
で
あ
る
」
、

と
い
う
場
合
の
総
体
と
は
、
媒
介
者
と
し
て
取
慎
同
意
志
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
佃
☆
の
市
民
は
共
同
意
志
の
分
肢
と
し
て
榊
成

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
恰
も
共
同
意
志
そ
の
も
の
が
自
立
的
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
第
二
に
、
こ
の
よ
う
に
実
体
化
さ
れ
る
は
ず
の
共
同
意
志
の
内
的
編
制
は
、
ひ
た
す
ら
（
潜
勢
的
）
湛
的
所
有
者
諸
個
人
に

よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
諸
個
人
が
共
同
意
志
を
分
有
す
る
と
い
う
形
態
で
櫛
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
共
同
意
志
が

（
た
と
え
牒
介
者
で
あ
る
と
し
て
も
）
、
日
立
的
存
在
と
な
る
こ
と
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
人
間
の
使
命
』
Ｃ
八
○
○
年
）
も
ま
た
、



「
真
正
の
国
家
」
と
い
う
概
念
の
下
に
、
支
配
階
級
の
特
権
に
対
す
る
被
抑
圧
者
た
ち
の
反
抗
を
経
て
確
立
さ
れ
る
は
ず
の
「
平
等
」

。
（
皿
）
・
・
》

「
相
互
の
安
全
」
の
社
会
（
政
治
化
さ
れ
た
市
民
社
〈
承
／
・
）
そ
の
も
の
を
理
解
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
少
く
と
も
一
八
○
○
年
に
至
る
ま
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
提
起
し
た
全
員
と
全
体
性
の
区
別
は
貫
徹
さ
れ
て
お

ら
ず
、
む
し
ろ
後
者
が
前
者
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
全
体
性
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
依
然
と
し
て
、
諸
個
人
の
個
別
的

意
志
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、
眼
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
集
合
態
と
い
う
基
本
的
規
定
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
八
類
と
し
て

の
理
性
国
家
Ｖ
も
、
基
本
的
に
は
、
平
等
な
私
的
所
有
者
に
よ
る
政
治
的
な
社
会
と
し
て
規
定
さ
れ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
国
家
市
民
制
を

通
じ
た
市
民
社
会
形
成
と
し
て
規
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
我
交
は
一
応
次
の
よ
う
に
綜
括
で
き
る
。
少
く
と
も
一
八
○
○
年
ま
で
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
、
我
☆
の
言
う
八
社
会

関
係
と
し
て
の
私
的
所
有
Ｖ
視
角
か
ら
論
が
組
糸
立
て
ら
れ
て
お
り
、
八
歴
史
的
関
係
と
し
て
の
私
的
所
有
Ｖ
視
角
は
未
だ
登
場
し
て
い

な
い
が
と
。
．
；

（
１
）
柧
鴨
『
プ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
一
）
Ｉ
所
有
概
念
の
構
避
震
ｌ
』
『
社
会
労
働
研
究
』
、
鋪
七
五
号
、
五
四
’
五
六

頁
。
・
・

（
２
）
国
。
耳
の
．
Ｐ
団
、
§
ず
】
。
、
§
の
国
四
日
の
芦
、
：
ｇ
・
甘
函
ョ
の
鳥
⑪
田
・
字
、
．
＄
⑪
。

（
３
）
同
席
ロ
８
．
⑫
・
た
９
．
す
で
に
原
原
繁
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
哲
学
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
も
、
フ
ィ
ビ
デ
に
お
け
る
社
会
関
係
視
点
の
重

要
性
に
関
連
し
て
、
両
著
作
の
同
一
性
を
強
調
し
て
い
る
。
と
く
に
一
八
七
頁
以
下
、
一
九
三
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
〔
〕
は
す
ぺ
で
、
筆
者

Ｊ
の
補
注
で
あ
る
．

（
４
）
旬
》
ｏ
葺
か
》
②
。
四
・
○
・
・
・
ｍ
．
吟
盲
【
。

（
５
）
ご
巴
一
・
の
房
。
β
の
・
き
い
，
「
自
由
な
行
為
の
諸
領
域
は
、
全
員
の
全
員
と
の
契
約
に
よ
っ
て
個
汽
人
に
配
分
さ
れ
、
こ
の
分
割
を
通
じ
て
所
有
が

成
立
す
る
。
」
以
下
強
調
は
す
べ
て
、
と
く
に
こ
と
わ
り
の
な
い
か
ぎ
り
Ｙ
筆
者
の
も
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）

一一一巳一一



ｸﾞﾑ、／■、

１８１７ 
、-ノ、_’

（
８
）
ご
巳
・
⑦
蔚
口
§
》
の
．
囲
い
．

（
９
）
充
農
業
が
養
い
う
る
市
民
の
数
は
、
生
産
者
の
数
、
土
地
の
豊
か
さ
、
農
業
の
状
態
に
応
じ
て
、
国
家
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

…
…
〔
自
然
〕
生
産
物
の
痩
得
が
国
家
の
土
台
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
繭
糸
の
一
切
が
楚
序
さ
れ
る
耀
満
の
尺
度
な
の
だ
。
」
同
厭
ロ
８
．
の
．
＋
ｇ

（
、
）
こ
の
こ
と
は
、
『
自
然
法
の
雅
礎
凸
に
お
い
て
三
大
階
級
編
制
が
、
「
国
家
市
民
の
諸
階
級
」
（
㈲
厭
貝
衝
、
．
Ⅸ
Ｈ
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
下
で
展

開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
惟
諭
で
き
る
。
け
だ
し
、
側
家
市
民
と
い
う
規
定
は
、
人
烙
に
よ
る
所
有
契
約
、
保
渡
契
約
、
結
合
契
約
の
総
体
を
意

味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
前
抑
拙
稲
、
五
一
’
五
二
頁
を
参
照
。
「
各
人
は
、
こ
の
よ
う
な
貢
献
〔
囚
家
市
民
契
約
〕
を
通
じ
て
国
家
に
入
る

と
と
も
に
、
全
日
に
対
す
る
保
繊
契
約
を
尖
際
に
果
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
Ｂ
房
ロ
８
．
⑭
ｇ
Ｃ

（
、
）
】
居
、
い
の
円
冨
８
冊
口
の
鱒
白
色
の
】
朋
庁
８
斤
．
⑩
・
９
℃
・
強
調
は
原
文
。

危
）
「
国
家
は
、
交
通
の
こ
の
よ
う
な
平
衡
状
態
〔
封
鋪
に
よ
る
国
内
商
取
引
の
均
衡
状
態
〕
を
法
休
上
強
制
を
通
じ
て
、
す
ぺ
て
の
市
民
に
保
証

す
る
義
務
が
あ
る
。
Ｌ
（
、
汀
ｐ
Ｓ
ｂ
・
酋
巴
国
家
に
よ
る
社
会
論
関
係
の
計
算
可
能
性
、
否
現
実
性
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
た
ん
な
る
章
標
に
す

ぎ
な
い
貨
幣
」
日
斤
ｐ
８
．
切
燭
巴
と
い
う
規
定
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
注
（
９
）
を
も
参
照
。

（
旧
）
前
掲
拙
砺
、
五
二
’
五
三
頁
。

（
Ｍ
）
私
的
意
志
の
集
合
と
し
て
の
反
乱
に
つ
い
て
は
、
ぐ
巳
・
の
日
日
崗
碩
の
＠
の
、
園
山
日
則
円
ぽ
厨
ｍ
・
忌
の
銃
蜀
⑱
陳
・

（
胆
）
の
旨
の
ロ
】
９
『
Ｐ
】
ヨ
ゴ
閂
戸
⑭
囚
・
二
ｍ
・
困
司
【
・
限
『
・
し
た
が
っ
て
、
良
心
の
自
由
の
絶
対
的
性
絡
が
原
理
的
に
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
た
だ
こ
の
こ
と
が
法
論
に
お
い
て
正
面
切
っ
て
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
Ⅱ
人
倫
法
則
に
よ
る
倫
理

お
よ
び
法
関
係
の
同
じ
基
礎
づ
け
の
方
法
に
対
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
批
判
に
あ
る
。
ぐ
頭
】
・
の
日
日
］
い
い
の
・
の
．
ｓ
麓
、
胃
９
】
の
胃
の
》
い
・
嵐
の
【
・

（
胆
）
の
２
回
Ｑ
］
Ｐ
頭
⑪
、
．
⑭
ｇ
・
ぐ
ぬ
】
・
冨
の
層
、
閂
・
凹
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
】
『
⑪
閉
．

（
Ⅳ
）
団
肩
口
；
の
．
ｇ
い
い
辰
．
⑱
８
．

（
６
）
割
ｎ
頁
の
ｖ
の
同
巨
ロ
ｓ

（
７
）
同
ワ
の
ロ
。
酔
い
一
○
鱒

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）

割
ｎ
頁
の
ｖ
の
同
巨
ロ
Ｓ
ｍ
、
の
△
の
、
Ｚ
側
目
則
の
◎
耳
の
。
ご
岬
ご
「
の
『
丙
の
マ
ロ
ロ
・
畠
・
の
・
巴
⑭
。

同
ワ
の
ゴ
ロ
吸
い
い
つ
⑬
。

一

二
一一

一



プ
ア
ク
ト
ウ
ム
ゲ
レ
ヒ
テ

一
八
○
○
年
八
月
の
シ
ェ
リ
ソ
グ
に
宛
て
た
手
紙
の
一
節
で
、
ブ
イ
・
ヒ
テ
は
、
「
実
際
の
事
実
と
歴
史
、
人
類
火
、
国
家
史
等
な
と
の
関

（Ｇ１） 

係
」
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
一
般
に
、
歴
史
が
歴
史
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
は
、
す
．
ぐ
れ
て
現
在
の
認
識
（
と
実
践
）
が
固
有
の
課

題
と
な
る
時
で
あ
り
、
さ
ら
に
現
在
を
支
え
る
原
理
の
反
省
・
批
判
が
意
識
さ
れ
る
時
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
の
言
葉
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
社

会
、
歴
史
認
識
に
お
け
る
変
化
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
実
際
に
彼
の
最
初
の
歴
史
哲
学
体
系
が
登
場
す
る
の
は
、
一
八

（Ｏ■） 

○
六
年
の
『
現
代
の
諸
特
徴
』
と
い
う
象
徴
的
タ
イ
ト
ル
を
ｊ
じ
っ
た
著
作
に
お
い
て
で
あ
る
。
Ｊ
も
ち
ろ
ん
我
と
は
そ
れ
以
前
の
フ
ィ
ヒ
テ

に
お
い
て
歴
史
意
識
が
な
か
っ
た
、
と
一
一
一
口
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
な
の
は
、
我
交
の
課
題
設
定
－
１
社
会
的
、
歴

史
的
関
係
と
し
て
の
私
的
所
有
の
再
構
成
に
よ
る
八
自
由
と
強
制
Ｖ
問
題
の
解
明
１
１
か
ら
し
て
、
絶
対
的
自
我
実
在
化
の
媒
介
形
態
で

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
圃
蒙
（
一
一
）

一一一一一一

究
』
、
第
七
二
巻
、
六
頁
》

（
、
）
ｏ
Ｈ
ｐ
ｐ
ｑ
厨
、
＠
ｍ
・
山
Ｃ
ｑ

（
皿
）
Ｃ
尉
国
の
⑩
〔
司
貝
ご
巨
口
、
（

（
犯
）
我
為
が
一
見
不
必
要
し

（
⑲
）
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
稿
で
簡
単
に
論
じ
て
お
い
た
。
ミ
ー
ゲ
ル
の
自
由
概
念
と
全
体
的
人
間
の
思
想
』
、
『
社
会
労
働
研

究
』
第
七
二
巻
、
六
頁
以
下
。

■
 

Ｃ
尉
国
の
⑩
〔
司
貝
ご
巨
口
、
○
の
⑪
富
の
口
い
、
ロ
の
ロ
・
】
ロ
ｍ
ご
く
の
門
丙
の
ご
国
、
。
『
・
の
。
⑱
Ｃ
Ｐ

我
為
が
一
見
不
必
要
と
思
わ
れ
る
記
述
を
重
ね
て
き
た
の
は
、
一
に
次
の
理
由
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
に
お
い
て
八
一
八
○

○
年
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
転
換
ｖ
は
、
少
く
と
も
社
会
哲
学
の
領
域
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
①
『
自
然
法
の
基
礎
』
の
論
理
と
『
封
鎖
商
業
国

家
』
の
そ
れ
を
分
断
す
る
か
、
あ
る
い
は
③
前
者
の
延
長
線
上
に
所
謂
後
期
フ
ィ
ヒ
テ
を
位
置
づ
け
る
か
、
の
い
ず
れ
か
の
形
で
論
じ
ら
れ
て
き

た
。
く
い
］
・
言
の
庁
Ｎ
ｍ
９
Ｐ
口
．
。
。
．
、
。
】
『
禺
・
三
Ｅ
Ｂ
ｍ
・
凹
・
回
・
○
・
》
、
。
Ｓ
員
・
し
か
し
、
私
的
所
有
と
い
う
社
会
的
・
歴
史
的
関
係
の
分
析
と
い
う

視
点
か
ら
凡
る
と
き
、
少
く
と
も
一
八
○
○
年
を
転
換
の
分
水
楡
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
か
つ
転
換
の
内
容
規
定
も
（
転
換
の
当
否
を

呑
め
）
異
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ぬ
、
と
い
う
確
認
が
、
前
提
作
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
必
要
な
の
で
あ
る
。

＝ 



さ
て
、
『
現
代
の
諸
特
徴
』
は
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
、
ナ
ポ
レ
オ
ソ
侵
略
、
プ
ロ
イ
セ
ン
参
戦
と
い
う
大
状
況
を
背
景
に
も
つ
時
論
的
性

桁
の
著
作
で
も
あ
る
が
、
我
之
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
プ
ロ
イ
セ
ン
の
両
面
批
判
に
よ
っ
て
、
か
の
理
性
国
家
実
現
の
前
提
灸

（
６
）
 

件
、
す
な
わ
ち
戦
争
終
結
と
平
和
希
求
に
架
中
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
、
そ
の
歴
史
哲
学
櫛
想
に
の
ゑ
限
定
し
て
考
察
す
る
。

プ
ィ
ヒ
テ
の
出
発
点
は
依
然
と
し
て
、
理
性
の
自
由
で
あ
り
、
主
観
的
自
由
を
社
会
的
自
由
に
転
化
す
る
意
欲
で
あ
る
。
「
人
類
の
地

上
の
生
活
の
目
的
は
、
人
類
が
地
上
の
生
活
の
な
か
で
そ
の
全
関
係
を
理
想
の
日
山
に
よ
っ
て
う
ち
た
て
る
こ
と
で
あ
る
。
」
「
理
性
は
人

（
７
）
 

類
の
生
お
よ
び
一
切
の
緒
神
的
生
の
根
木
法
則
な
の
だ
。
。
…
：
こ
の
法
則
の
作
川
が
な
け
れ
ば
、
人
類
の
実
存
は
な
い
。
」
理
性
の
実
存

諸
形
態
（
端
的
に
言
え
ば
、
主
観
的
理
性
と
社
会
的
理
性
、
歴
史
的
理
性
）
の
連
関
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
の
プ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
問

プ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）

一
二
四

あ
る
、
政
治
化
さ
れ
た
市
民
社
会
あ
る
い
は
理
性
国
家
が
受
け
取
る
歴
史
的
規
定
が
問
題
の
焦
点
を
な
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

視
点
か
ら
『
人
間
の
使
命
』
に
至
る
ま
で
の
プ
ィ
ヒ
テ
の
「
歴
史
哲
学
Ｌ
構
想
を
再
榊
成
す
る
な
ら
ば
、
次
の
諸
点
を
確
認
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
①
絶
対
的
自
我
か
ら
実
践
哲
学
の
全
体
系
を
減
繩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
の
歴
史
的
規
定
が
原
理
的
に
排
除
さ
れ
る
こ
輪
）

、
、
（
４
）

②
し
た
が
っ
て
諾
だ
の
歴
史
的
存
在
か
ら
歴
史
的
性
桁
を
止
揚
す
る
過
程
が
州
Ⅱ
我
の
原
理
の
適
川
と
い
う
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
、
③
そ
の
場
合
、
道
徳
性
と
適
法
性
と
を
峻
別
し
、
後
者
を
前
者
の
成
立
要
件
と
す
る
た
め
に
、
理
性
国
家
の
実
現
か
ら
未
来
の
人
倫

の
実
遡
（
理
性
国
家
の
消
滅
／
し
へ
、
と
い
う
二
段
階
櫛
賤
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
④
結
局
、
政
治
化
さ
れ
た
市
民
社
会
の
歴
史

的
性
格
を
認
識
し
、
そ
の
相
対
化
を
人
緬
史
の
契
機
と
し
て
総
括
す
る
、
と
い
う
本
来
の
歴
史
哲
学
は
存
立
し
え
な
い
こ
と
、
が
そ
れ
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
①
ｌ
③
の
枇
成
が
「
歴
史
哲
学
Ｌ
の
体
を
な
し
て
い
な
い
と
も
言
い
う
る
。
が
我
々
と
し
て
は
、
歴
史
関
係
と
し
て

の
私
的
所
右
把
握
と
い
う
視
点
か
ら
、
敢
え
て
了
解
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
り
わ
け
③
④
に
考
察
の
亟
点
が
世

か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。



題
を
立
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
主
観
的
理
性
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
歴
史
的
理
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
る
か
、
と
。
そ

う
す
る
と
さ
し
あ
た
り
歴
史
過
程
は
、
直
接
態
と
媒
介
態
に
区
分
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
た
ん
な
る
本
能
を
通
じ
た
理
性
の

（
８
）
 

諸
支
配
と
。
…
：
自
由
を
通
じ
た
理
性
の
支
配
」
で
あ
る
。
プ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
主
観
的
自
由
の
積
極
的
媒
介
な
し
の
社
会
諸

関
係
の
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
対
極
を
な
す
社
会
諸
関
係
で
あ
る
。
さ
ら
に
前
者
は
、
「
本
能
を
通
じ
た
理
性
の
無
条
件
の
支
配
Ｌ

（
第
一
段
階
）
と
「
外
面
的
権
威
の
盲
目
的
信
仰
と
無
条
件
の
支
配
」
（
第
二
段
階
）
と
に
下
位
区
分
さ
れ
、
後
者
は
、
「
概
念
」
の
支
配

（
９
）
 

（
第
三
段
階
）
と
「
真
理
つ
ま
り
理
性
的
学
」
の
支
配
（
第
四
段
階
）
、
そ
し
て
「
理
性
的
芸
術
」
の
支
配
（
第
五
段
階
）
に
下
位
区
分

さ
れ
る
た
。
（
だ
し
我
盈
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
単
純
な
発
展
史
観
に
立
っ
て
い
る
と
速
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
第
一
段
階
と

鮒
五
段
階
は
櫛
進
上
の
同
一
性
、
つ
ま
り
主
体
ｌ
溶
体
の
直
接
的
同
一
性
関
係
故
に
接
合
さ
れ
、
そ
の
結
果
い
わ
ば
人
額
史
の
円
環
榊
造

と
で
も
名
づ
け
ら
れ
る
把
握
が
、
客
観
的
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
）
こ
れ
ら
の
段
階
の
内
容
を
歴
史
過
程
に
求
め
る
こ
と
は
か

な
り
困
難
で
あ
る
が
、
一
八
一
三
年
の
『
国
家
論
』
も
援
用
し
な
が
ら
再
構
成
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
た
だ
し
第
一
、
第
五
段
階

は
当
面
排
除
す
る
）
。
鋪
二
段
階
Ⅱ
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
封
建
制
、
鈍
三
段
階
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
教
・
宗
教

（
皿
）

改
革
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
画
期
と
す
る
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
家
、
鉱
四
段
階
Ⅱ
ヨ
ー
画
シ
バ
の
理
性
国
家
化
を
絶
対
的
前
提
と
し

て
樹
立
さ
れ
る
将
来
の
社
会
（
内
容
は
後
述
）
、
で
あ
る
。

明
ら
か
に
現
代
は
第
三
段
階
に
属
し
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
現
代
社
会
を
存
立
さ
せ
る
原
理
と
は
何
か
？
「
権
威
か
ら
の
解
放
の
道
具

は
、
概
念
で
あ
る
。
…
…
時
代
の
高
糸
に
立
つ
人
☆
の
根
木
原
理
、
だ
か
ら
時
代
の
原
理
そ
の
も
の
は
、
存
立
す
る
あ
の
盲
目
的
な
も
の

（
Ⅲ
）
 

で
は
な
く
、
人
が
理
解
し
、
明
確
に
概
念
に
よ
っ
て
把
握
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
」
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
概
念
の
原
理
と
は
、
経
験

的
諸
個
人
（
主
体
）
に
よ
る
世
界
（
客
体
）
の
把
握
・
産
出
行
為
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
徹
頭
徹
尾
主
観
性
、
個
体
性
優
位

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）

一
二
五



フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）

一一・一一ハ

の
原
理
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
概
念
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
え
な
い
も
の
は
、
主
体
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
も
そ

も
存
立
し
え
な
い
も
の
、
無
価
値
、
無
意
味
な
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
当
の
経
験
的
諸
個

、
、
、
、

（
肥
）

人
を
、
「
自
己
保
存
お
よ
び
個
人
的
福
祉
と
い
う
た
ん
な
る
自
然
衝
動
」
、
「
純
粋
な
、
む
き
だ
し
の
利
己
主
義
、
利
用
す
る
こ
と
」
と
し

て
特
徴
づ
け
、
畠
」
の
基
本
的
性
格
が
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
諸
関
係
を
貫
ぬ
き
な
が
ら
、
各
点
特
有
の
実
存
諸
形
態
を
盤
得
す
る
、
と
論
じ

る
。
す
な
わ
ち
、
対
自
然
の
生
産
諸
関
係
に
お
い
て
は
物
質
的
右
川
性
が
、
政
治
的
関
係
に
お
い
て
は
法
の
前
の
平
等
が
、
倫
理
、
意
識

（
Ｅ
）
 

に
お
い
て
は
私
利
私
欲
が
、
鑛
数
に
お
い
て
は
現
世
の
幸
補
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
と
く
に
政
治
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
興
味
あ
る
指
摘

が
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
服
従
が
国
家
の
起
源
を
な
す
こ
と
を
尺
度
に
し
て
国
家
の
三
形
態
を
峻
別
し
て
い
る
。

①
支
配
者
階
級
と
被
支
配
者
階
級
と
に
分
裂
し
た
、
国
家
成
員
の
絶
対
的
不
平
等
の
国
家
、
②
ａ
国
家
成
員
全
体
の
法
的
平
等
（
人
格

的
自
由
、
私
的
所
有
の
自
由
つ
ま
り
不
平
等
、
政
治
的
自
由
等
）
の
国
家
、
②
ｂ
全
員
の
諸
権
利
お
よ
び
諸
能
力
の
平
等
の
国
家
。
①
が

奴
隷
制
、
農
奴
制
と
い
う
前
述
の
第
二
段
階
に
属
す
る
こ
と
は
、
「
奴
隷
と
は
他
人
の
家
族
の
成
員
で
あ
り
」
、
「
人
格
的
自
由
を
も
た
な

（
Ｍ
）
 

い
」
と
い
う
表
現
か
ら
肌
白
で
あ
る
。
②
の
ａ
と
ｂ
の
区
別
が
、
人
桁
的
、
市
民
的
、
政
治
的
脚
山
の
形
式
的
保
証
と
実
質
的
保
証
と
の

区
別
に
依
存
す
る
こ
と
も
ま
た
、
明
日
に
読
象
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
少
長
く
な
る
が
、
後
論
に
係
わ
る
の
で
引
川
す
る
と
、
「
相
異

な
る
諸
個
人
に
保
証
さ
れ
た
目
的
は
、
そ
の
拡
が
り
の
点
で
き
わ
め
て
異
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
し
、
ま
た
大
抵
の
場
合
法
律
の
世

、
、
、
、
、
、
、

界
が
始
ま
る
や
、
目
的
に
つ
い
て
の
現
存
の
占
有
状
態
が
尺
度
に
さ
れ
る
。
明
ら
か
な
よ
う
に
、
》
」
の
段
階
の
国
家
は
若
干
の
市
民
に
、

爾
余
の
他
人
の
諸
権
利
を
越
え
る
諸
権
利
を
分
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
…
…
当
の
他
人
の
諸
力
の
自
由
な
使
用
を
妨
げ
る
の
だ
。
し
た
が

（
脂
）
、
、
、
、
、

っ
て
こ
の
国
家
は
、
全
員
の
法
の
平
等
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
の
絶
対
的
形
態
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
の
だ
。
」
さ
し
あ
た
り
我
角

は
、
こ
こ
で
も
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
『
自
然
法
の
埜
礎
』
以
来
の
平
等
な
私
的
所
有
の
強
制
を
基
軸
と
す
る
理
性
国
家
像
を
保
持
し
て
い
る



こ
と
を
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
現
代
国
家
に
お
け
る
特
権
階
屑
、
市
民
身
分
に
対
し
て
機
械
的
、
肉
体
的

労
働
に
従
本
す
る
民
衆
を
取
り
川
し
、
民
衆
の
名
に
お
い
て
実
質
的
な
政
治
的
ｎ
ｍ
の
独
得
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き

（
Ｍ
）
 

る
。
再
濤
す
れ
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
依
然
と
し
て
、
理
性
国
家
の
絶
対
的
必
要
条
件
と
し
て
、
私
的
所
右
の
平
等
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

（
Ⅳ
）
 

、
た
し
か
に
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
②
ｂ
の
国
家
、
つ
ま
り
フ
ィ
ヒ
テ
の
言
に
従
え
ば
、
「
絶
対
的
国
家
」
は
従
前
の
理
性
国
家
と
同
義
な

、
、
、
、

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
我
な
が
先
に
注
意
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
所
打
や
物
質
的
生
産
を
、
然
衝
動
（
理
性
の
対
極
／
・
）
、

、
、

、
、

利
川
な
る
概
念
で
表
現
し
て
い
た
。
そ
し
て
声
」
の
絶
対
的
国
家
を
仙
而
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
、
そ
の
う
え
概
念
と
対
比
し
て
叫
念
の

時
代
、
額
の
生
活
と
し
て
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
る
。
「
そ
の
形
態
か
ら
見
た
絶
対
的
国
家
は
…
…
す
べ
て
の
個
人
の
諸
力
を
類
の
生
活
へ

と
方
向
づ
け
、
そ
の
な
か
で
和
合
さ
せ
る
人
工
的
な
機
関
で
あ
る
。
…
…
緬
の
、
的
は
文
化
で
あ
り
、
そ
の
条
件
は
そ
れ
に
値
す
る
生
存

（
旧
）

だ
。
国
家
に
あ
っ
て
は
各
人
は
、
そ
の
諸
力
を
一
匹
接
に
は
自
分
の
享
受
の
た
め
に
は
使
わ
す
、
類
の
目
的
の
た
め
に
使
う
の
で
あ
る
。
」

我
々
が
注
目
す
べ
き
点
は
も
ち
ろ
ん
、
人
類
の
現
世
に
お
け
る
目
的
を
、
諸
国
人
の
陶
冶
形
成
（
文
化
）
を
通
じ
た
道
徳
的
社
会
（
前
稿

（
皿
）

で
我
女
が
、
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
名
づ
け
て
お
い
た
も
の
）
の
創
出
に
定
め
る
こ
と
そ
の
も
の
、
で
は
な
い
。
む
し
ろ
私
的
所
有
Ⅱ
概

念
↓
文
化
Ⅱ
理
念
の
対
比
式
に
お
い
て
、
絶
対
的
国
家
に
お
け
る
前
項
の
価
値
低
下
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
絶
対
的
国

家
の
細
川
枇
造
の
位
机
変
化
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
一
力
で
は
、
我
上
が
『
、
然
法
の
独
礎
』
以
来
繰
り
返
し
砿
認
し

て
き
た
よ
う
に
、
絶
対
的
自
我
の
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
発
展
は
、
習
俗
の
陶
冶
形
成
と
い
う
主
体
的
変
革
の
一
冊
紬
に
す
ぎ
な
い
の

で
は
あ
る
が
、
そ
の
諸
条
件
は
あ
く
ま
で
も
政
治
化
さ
れ
た
市
民
社
会
を
通
じ
て
は
じ
め
て
坤
術
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
国
家
が
全
負
を

賛
ぬ
く
こ
と
、
何
時
に
醐
家
に
お
け
る
全
貝
の
平
等
は
、
全
貝
の
諸
椛
利
の
完
全
な
平
等
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
登
場
す
る
。
し
た
が
っ
て

、
、
、
、
、

完
全
に
譲
な
る
習
俗
は
、
》
」
の
全
貝
の
諸
椛
利
の
平
等
が
前
提
さ
れ
、
少
く
と
も
そ
こ
に
至
る
べ
き
、
か
つ
至
ら
ざ
る
を
え
ぬ
も
の
と
し

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
川
家
（
二
）

一
二
七



フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
巾
氏
社
会
と
国
家
（
二
）

一
二
八

（
知
）

て
前
提
さ
れ
・
・
・
…
る
点
に
あ
る
。
明
ら
か
に
諸
権
利
の
不
平
等
が
悪
し
き
習
俗
の
本
当
の
源
な
の
だ
。
」
し
か
し
な
が
ら
他
力
、
こ
の
規

定
だ
け
で
絶
対
的
国
家
の
す
ぺ
て
が
尽
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
習
俗
自
体
の
陶
冶
形
成
と
い
う
規
定
を
も
獲
得
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
、

い
。
と
い
う
の
は
、
プ
ィ
ヒ
テ
が
先
の
図
式
に
お
け
る
第
四
段
階
を
理
念
の
諸
活
動
の
状
態
と
し
て
特
徴
づ
け
る
と
き
、
当
の
「
理
念
と

ゲ
ダ
ン
ケ

ゲ
グ
ハ
テ
ス

は
、
自
分
の
う
ち
で
生
動
的
で
あ
り
、
質
料
に
生
命
を
吹
き
込
む
思
想
で
あ
る
。
。
：
…
そ
の
な
か
で
は
全
個
人
が
思
惟
さ
れ
た
も
の
〔
観

（
別
）

念
的
存
在
〕
で
し
か
な
い
よ
う
な
唯
一
永
遠
の
思
惟
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
我
☆
は
、
絶
対
的
国
家
が
胤
然
力
の
文

、
、
、
、
、

配
と
並
ん
で
文
化
の
創
造
を
Ⅱ
的
と
し
て
立
て
る
と
き
、
宗
教
、
戦
側
、
御
等
の
直
接
的
促
進
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
を
、
自
明
の
前
提

と
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
絶
対
的
、
我
の
根
木
原
理
で
あ
る
主
体
的
、
山
原
理
の
端
的
な
否
、
、

定
を
意
味
し
、
第
一
一
一
段
階
の
積
極
的
意
義
は
無
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
人
類
の
本
来
の
目
的
は
、
理
性
的
に
存
在

、
、

、
、

（
鰯
）

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
由
を
通
じ
た
理
性
的
生
成
：
．
…
理
性
に
向
か
う
自
己
陶
冶
形
成
な
の
だ
。
」
し
た
が
っ
て
、
習
俗
の
陶
冶
形
成

（
配
）

過
秘
と
は
、
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
く
、
絶
対
的
囚
家
に
よ
る
何
市
民
関
係
形
成
過
程
に
お
い
て
独
得
さ
れ
る
、
国

家
へ
の
火
風
窓
識
（
Ｎ
ｐ
田
日
日
の
回
帰
９
国
、
【
の
瀞
⑪
一
局
２
口
博
閏
ロ
）
の
形
成
を
窓
味
す
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
国
家
の
理
念
と
は
、
と
フ

ィ
ヒ
テ
は
明
言
す
る
、
現
代
ヨ
ー
脚
ヅ
．
〈
諸
旧
家
が
唯
一
の
Ⅱ
的
と
し
て
掲
げ
る
諸
椀
利
の
平
報
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
「
国

、
、
、
、

家
が
市
民
を
内
面
的
に
賀
ぬ
き
通
す
》
」
と
Ｌ
な
の
で
あ
る
、
「
も
ち
ろ
ん
我
☆
は
自
由
を
欲
す
る
し
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
。
だ

（
別
）

が
、
真
の
自
由
と
は
、
最
青
同
の
合
法
則
性
の
貫
徹
に
媒
介
さ
れ
て
の
ゑ
成
立
す
る
の
だ
。
」

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
我
々
は
次
の
こ
と
を
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
政
治
化
さ
れ
た
市
民
社
会
の
基
本
的
モ
テ
ィ

ー
フ
は
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
平
等
な
私
的
所
有
の
強
制
が
絶
対
的
条
件
で
あ
る
と
確
認
す
る
位
相
か
ら
、
そ
れ
は
絶
対
的
条

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

件
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
よ
り
測
位
の
媒
介
、
つ
ま
り
共
風
窓
識
の
共
同
体
も
ま
た
、
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
至
る
絶
対
的
条
件
な
の



こ
こ
で
冒
頭
の
我
々
の
問
題
提
起
に
立
ち
戻
る
と
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
主
観
的
理
性
と
歴
史
的
理
性
の
媒
介
形
態
が
二
愈
の
社
会
的

理
性
の
実
存
を
も
つ
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
私
的
所
有
者
の
経
済
的
、
政
治
的
関
係
と
、
そ
れ
を
雅
礎
と
す
る
梢
神
的

共
同
体
の
関
係
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
理
性
の
段
階
と
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
つ

（
坊
）

ま
り
『
倫
理
諭
し
に
お
い
て
「
人
倫
態
」
「
倫
理
的
共
同
態
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
段
階
と
の
異
同
が
問
題
と
な
ろ
う
（
今
ま
で
我
溌

は
、
両
段
階
の
質
的
差
異
を
一
応
前
提
と
し
て
議
論
し
て
き
た
。
）
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
積
極
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
絶
対
的

（
配
）

自
我
の
原
理
に
ま
で
朔
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
我
だ
と
し
て
は
次
の
抽
象
的
規
定
で
満
足
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
体
制
の
原
理
、

は
、
い
か
な
る
権
威
に
も
絶
対
的
に
服
き
ず
、
一
切
に
お
い
て
自
己
の
迫
思
惟
を
頼
り
と
す
る
、
と
い
う
原
則
」
で
あ
り
、
各
人
が
「
理

、
、
、

、
、
、
、
、
、

性
一
般
の
代
表
者
で
あ
り
」
、
そ
淨
」
で
は
「
立
法
し
強
制
す
る
権
力
と
し
て
の
国
家
は
消
失
す
る
。
各
人
の
意
志
は
実
際
に
普
遍
的
意
志

、
、
、
、
、
、
、
、

（
幻
）

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
人
全
て
が
同
じ
こ
と
を
欲
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
一
百
い
換
え
る
と
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア

は
、
①
主
観
的
理
性
と
社
会
的
、
歴
史
的
理
性
と
が
一
体
性
を
な
し
て
い
る
状
態
、
し
た
が
っ
て
、
主
体
Ｉ
容
体
の
区
別
や
統
一
を
語
る

こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
り
、
ま
た
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
我
だ
の
問
題
関
心
に
引
き
つ
け
て
言
う
と
、
②
八
自
由
と
強
制
Ｖ

な
る
図
式
が
成
立
し
え
ず
、
両
頂
の
矛
盾
の
止
揚
さ
れ
た
状
態
、
し
た
が
っ
て
個
別
的
良
心
が
そ
の
ま
ま
普
遍
的
妥
当
性
を
も
ち
う
る
状

態
、
な
の
で
あ
る
。
こ
の
①
②
の
規
定
を
前
提
す
れ
ば
、
絶
対
的
瓜
家
と
の
区
別
は
明
白
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
事
柄
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
我
女
は
本
節
で
、
絶
対
的
国
家
を
平
等
な
私
的
所
有
の
強
制
を
基
礎
と

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）

一
二
九

だ
、
と
い
う
位
相
へ
の
赤

れ
、
鉱
三
段
階
を
経
て
鎧

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
位
相
へ
の
変
化
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
絶
対
的
国
家
に
お
け
る
私
的
所
有
関
係
は
、
従
属
的
な
契
機
と
し
て
位
世
づ
げ
ら

、
、
、
、

鉱
三
段
階
を
経
て
鮒
四
段
階
へ
と
移
行
す
る
過
樫
で
そ
の
比
重
を
減
少
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
私
的
所
有
権
は
歴
史
的
に
相
対



フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）

一
三
○

す
る
共
属
意
識
の
共
同
体
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
側
面
に
着
目
す
る
と
き
、
絶
対
的
国
家
と
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
の
あ
る

、
、
、

連
続
性
を
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
的
自
我
の
自
由
か
ら
の
波
線
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
実
践
哲
学
を
避
礎
づ
け
る
》
）

と
の
必
然
的
な
一
帰
結
と
し
て
、
絶
対
的
国
家
も
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
も
、
（
質
的
差
異
は
あ
れ
）
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
絶
対
的
脚
我
の

全
体
系
を
理
念
と
し
て
把
握
で
き
る
、
あ
る
存
在
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
存
在
は
、
「
緒
神
的
に
よ
り

（
鯛
）

強
い
者
」
、
「
学
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
絶
対
的
国
家
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
貫
徹
し
て
い
た
国
家
市
民
制
の
原

理
と
の
両
立
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
翻
っ
て
、
我
だ
が
本
節
で
、
従
属
的
契
機
と
な
っ
た
私
的
所
有
関
係

と
規
定
し
た
事
柄
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
３
）
昌
喰
】
９
コ
厨
協
ｐ
Ｈ
汀
貝
区
①
耳
Ｐ
冒
率
ゴ
の
鳥
③
図
・
一
》
ｍ
・
旨
⑪
魚
・
「
批
判
哲
学
の
本
質
は
、
絶
対
的
自
我
が
無
条
件
に
、
か
つ
い
か
な
る
高

位
の
も
の
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
た
点
に
あ
り
」
、
「
実
践
的
知
は
こ
の
第
一
命
題
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
」
ら
れ
る
。

（
４
）
た
と
え
ば
、
『
封
鎖
商
業
国
家
』
に
お
け
る
現
実
の
国
家
か
ら
理
性
国
家
へ
の
歩
み
は
、
絶
対
的
自
我
か
ら
演
總
さ
れ
た
理
性
刷
家
の
原
理
を
、

「
国
家
貨
幣
Ｌ
灘
入
な
る
政
簸
に
よ
っ
て
実
在
化
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
く
い
】
・
ロ
月
、
の
⑭
９
］
・
ぃ
隅
月
用
崗
且
の
］
の
⑩
【
目
汁
・
の
．
⑭
＠
ｍ
〉
鰐
困
．

（
５
）
「
私
が
〔
人
類
の
支
配
・
隷
属
、
絶
え
ざ
る
戦
争
等
々
の
〕
現
状
を
よ
り
瀞
き
状
態
の
手
段
、
よ
り
商
位
の
よ
り
完
全
な
状
態
に
至
る
通
過
点
、

と
み
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
そ
れ
は
私
に
対
し
て
価
値
を
有
す
る
。
…
…
私
の
心
が
現
在
の
も
の
に
よ
っ
て
突
き
返
さ
れ
る
の

は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
未
来
の
よ
り
善
き
も
の
へ
と
私
の
生
の
全
体
は
絶
え
求
な
く
流
れ
て
い
く
。
」
未
来
と
は
端
的
に
「
道
徳
性
の
世
界
」

な
の
だ
。
く
い
］
・
ロ
の
国
ｗ
⑭
篦
日
日
§
ぬ
□
の
⑭
旨
の
□
円
げ
の
Ｐ
ｍ
・
日
『
．
⑭
『
ｕ
・

、
、
、
、
、
、
、

さ
ら
に
『
倫
理
論
』
で
は
、
「
糖
神
的
な
強
者
の
権
利
あ
る
い
は
絶
対
的
民
主
制
に
お
い
て
は
…
・
・
・
立
法
し
強
制
す
る
権
力
と
し
て
の
国
家
は
淵

（
１
）
国
風
風
の
固
の
。
⑬
『
①
。

（
２
）
ロ
厨
の
『
ロ
ゴ
垈
悶
陸
、
の

講
義
に
基
い
て
い
る
。

国
風
風
の
固
の
。
⑬
『
①
０

口
の
。
『
：
３
月
の
○
の
⑩
い
の
い
の
口
尹
『
伴
蔑
的
８
－
Ｎ
の
】
白
岸
の
厨
・
】
ロ
如
弓
の
鳥
の
》
国
県
言
・
本
書
は
、
一
八
○
四
／
○
五
年
に
ペ
ル
リ
ソ
で
行
わ
れ
た



え
る
」
ぐ
巳
・
の
旨
８
行
胃
の
》
の
。
⑬
臼
‐
⑪
．

（
６
）
フ
ィ
ヒ
テ
の
心
情
に
つ
い
て
は
、
ラ
ー
ン
宛
の
手
紙
が
赤
裸
為
で
あ
る
。
ご
巳
・
団
臥
の
届
の
．
ｍ
・
Ｐ
５
惇
路
皀
侮
》
辰
、
【
９

章
た
『
人
間
の
使
命
』
が
、
支
配
階
級
を
打
倒
す
る
被
支
配
階
級
の
解
放
、
自
由
な
国
家
の
実
現
が
、
諸
国
家
間
の
平
和
の
実
現
と
相
互
規
定
的

な
点
を
強
調
す
る
こ
と
も
、
指
摘
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
気
、
］
・
ロ
⑦
国
⑪
ｍ
は
日
日
目
頭
の
・
鴎
。
‐
恩
⑪
。

（
７
）
ロ
の
○
日
目
蜘
月
⑪
、
．
『
》
図
．
主
体
と
し
て
の
人
類
概
念
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
社
会
、
歴
史
認
識
の
な
か
で
占
め
る
位
置
、
お
よ
び
そ
の
意
味
は
、
・

本
文
で
述
ぺ
る
よ
う
に
、
そ
の
成
立
の
当
否
を
含
め
て
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
政

治
哲
学
の
「
進
歩
的
性
格
」
を
確
認
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。
冨
目
坤
の
。
国
目
Ｈ
｛
（
勝
己
岸
農
園
口
・
Ｐ
Ｐ
ｍ
。
⑪
図
．
．
』
ぬ
『
、
・

二
豈
旨
願
Ｐ
Ｐ
Ｐ
沢
・
』
．

（
８
）
ｐ
ｐ
ｏ
且
ロ
ロ
臥
飼
の
．
、
．
①
．

（
９
）
同
厭
口
烏
鈩
、
．
旨
【
・
・
巳
＄
・

（
、
）
節
二
段
階
に
つ
い
て
は
、
次
の
記
述
を
参
照
。
「
国
家
信
仰
Ｉ
旧
世
界
。
Ｌ
「
古
代
の
論
国
家
は
神
政
政
沿
で
あ
っ
た
。
民
衆
は
神
の
道
具
で
あ

り
、
神
は
自
分
の
推
力
と
支
配
を
啓
示
せ
ん
と
し
、
将
遍
的
帝
国
を
月
擶
し
た
。
（
極
１
マ
、
ユ
ダ
ヤ
国
家
）
」
ご
巳
，
⑩
什
恩
区
①
耳
⑪
ｍ
・
も
９

ｍ
ｇ
・
「
ギ
リ
シ
ャ
、
奴
隷
制
。
ギ
リ
シ
ャ
の
目
標
は
全
市
氏
の
諸
権
利
の
平
等
で
あ
っ
た
…
…
し
か
し
笂
産
の
不
平
等
が
支
配
し
た
。
」
．
ハ
ト
リ

キ
ア
と
民
衆
の
斗
争
す
る
豚
Ｉ
マ
。
」
ご
ｍ
］
・
ロ
の
Ｑ
：
。
Ｎ
獄
ｐ
の
．
】
『
鷺
・
「
封
建
制
…
…
ゲ
ル
マ
ン
の
侵
略
者
が
土
地
を
与
え
、
人
絡
的
関
係

を
結
び
、
そ
れ
が
政
治
的
紐
帯
に
転
化
し
た
。
し
か
し
家
臣
も
キ
リ
ス
ト
教
権
力
も
独
立
を
志
向
し
て
斗
争
に
陥
っ
た
…
…
フ
ラ
ン
ス
で
は
家
臣

が
敗
北
し
、
ド
イ
ツ
で
は
国
家
権
力
が
敗
北
し
た
。
」
く
い
】
・
の
房
乱
酔
、
．
］
＆
廟
・

第
三
段
階
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
次
の
記
述
を
参
照
。
「
キ
リ
ス
ト
教
は
、
近
代
国
家
の
指
導
的
か
つ
創
造
的
原
理
た
ら
ん
と
し
、
ま
た
そ

う
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
」
〔
な
ぜ
な
ら
ば
〕
「
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
れ
ば
、
人
間
で
あ
る
も
の
は
す
べ
て
、
本
質
的
に
ひ
と
つ
で
あ
り
、
完
全
に
同

等
で
あ
る
。
…
…
こ
の
こ
と
は
た
だ
、
絶
対
的
平
等
、
法
と
諸
権
利
に
関
し
て
全
員
の
人
格
的
・
市
民
的
自
由
の
創
出
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な

る
。
Ｌ
く
い
』
．
①
ご
２
Ｓ
ジ
の
。
】
貿
岳
ｃ
・
「
現
代
に
お
い
て
は
、
〔
身
分
制
、
カ
ー
ス
ト
制
、
不
平
等
、
家
族
か
ら
な
る
〕
諸
部
族
を
フ
ラ
ン
ス
革
命

が
解
体
し
、
こ
の
諸
個
人
に
解
体
さ
れ
た
諸
部
族
か
ら
国
家
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
。
」
ご
巳
．
、
（
：
庁
、
一
の
ぎ
『
＠
ｍ
・
一
段
』
９
ｍ
・

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）

一一一一一
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（
過
）
厚
の
且
凹
．
、
．
⑬
の
魚
．
な
お
有
用
性
理
論
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
マ
ル
ク
ス
／
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
ド
イ
ツ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
を
参

照
。
ぐ
ぃ
岸
尻
・
冨
周
〆
へ
吋
吋
・
同
ロ
曲
の
］
、
）
貝
の
□
の
貝
⑩
ｎ
戸
①
固
の
。
５
巳
の
・
甘
如
ヨ
の
Ｈ
丙
の
．
ｐ
の
目
ご
・
・
因
９
．
⑭
蕾
の
．
＄
ト
ー
＄
し
．

（
ｕ
）
ロ
の
。
Ｈ
目
○
Ｎ
月
の
．
ｍ
・
崖
Ｐ
思
い
．
ま
た
「
キ
リ
ス
ト
教
的
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
に
お
い
て
封
建
性
の
残
津
と
し
て
現
存
し
て
い
る
、
こ
れ
ら
諸
権
利

の
不
平
等
」
く
い
］
，
の
丘
の
日
い
い
。
ｇ
『
開
．

〆、'－，

２０１９ 
ミ.ノ、_ノこ

こ
で
「
近
代
の
全
習
俗
の
原
理
」
（
の
ワ
の
ロ
；
の
．
⑭
属
）
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
、
と
い
う
フ
ィ
ヒ
テ
の
見
方
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
、
無

意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
我
だ
が
こ
れ
ま
で
述
ぺ
て
き
た
、
絶
対
的
国
家
の
ひ
と
つ
の
課
題
、
全
員
の
諸
権
利
の
平
等
の
実
現
、

、
、
、
、
、

を
フ
ィ
ヒ
テ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
本
源
的
平
等
原
理
（
の
・
圏
Ｃ
）
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
試
み
、
し
た
が
っ
て
そ
の
か
ぎ
り
で
、
あ
の
歴
史
的

理
性
の
実
体
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
の
試
み
は
、
た
と
え
そ
れ
が
「
ド
イ
ツ
観
念
論
が
共
有
す
る
弱

、
、
＄
、

点
」
（
の
．
冒
厨
◎
の
．
】
瀞
。
§
ぬ
の
四
の
晩
の
］
》
Ｆ
ｐ
８
汁
の
島
：
Ｑ
ぐ
・
・
星
団
伜
⑭
．
ｍ
・
桿
臼
）
だ
と
し
て
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
他
な
ら
ぬ
人
間
の
本
源
的
平

、
、
、
、

等
の
原
理
と
し
て
十
リ
ス
ト
教
原
理
を
把
握
す
る
か
ぎ
り
で
、
進
歩
的
側
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
も
よ
い
。
し
か
し
後
者
は
、
歴
史
認

識
の
枠
組
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
張
と
し
て
も
認
め
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
う
理
性
と
神
の
等
置
は
、
直
接
的
同

一
性
で
は
な
く
、
理
性
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
実
存
を
得
る
も
の
、
と
い
う
意
味
（
媒
介
的
同
一
性
と
で
も
言
お
う
か
）
だ
か
ら
で
あ

同
月
ａ
Ｐ
ｍ
・
厘
軍
【
．
こ
の
点
を
ヴ
ィ
ル
ム
ス
も
看
過
し
て
い
る
。
く
い
］
・
ゴ
冨
日
⑩
β
・
ロ
・
Ｐ
尻
ト
レ
ワ
・
←
・

ロ
の
①
２
口
目
目
⑪
の
。
］
虜
‐
屋
Ｐ

何
Ｆ
口
８
．
ｍ
・
】
に
魚
・
「
理
性
的
生
活
と
は
、
人
間
が
類
の
な
か
で
自
己
を
忘
れ
、
そ
の
生
を
総
体
の
生
活
に
か
け
、
総
体
の
た
め
に
自
分
を
犠

牲
と
す
る
点
に
あ
る
。
」
ご
ｍ
］
．
⑩
冨
口
目
・
の
。
⑭
ｍ
・
段
①
『
・

前
掲
拙
稿
、
四
八
、
五
四
頁
。

ロ
旨
。
『
ロ
ロ
ロ
凶
嘩
ｍ
ｐ
ｍ

同
ケ
⑩
ｐ
ｇ
ｐ
ｍ
０
ｍ
司
悶
⑬
・

㈲
ワ
の
己
旦
殴
、
。
⑬
の
魚
。

同
ワ
の
ｐ
Ｑ
Ｐ
ｍ
・
】
、
岸

前
掲
拙
稿
、
四
八

同
ワ
⑩
ロ
。
Ｐ
い
い
画
梓
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家

叩
の
門
口
ロ
ロ
凶
嘩
、
①
。
、
巳
。

（一一）

三
一
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（
犯
）
Ｕ
瀞
の
２
口
（
甘
嘩
い
の
。
ｍ
・
賎
溺
・

（
羽
）
「
圃
蒙
は
そ
の
市
比
の
総
体
を
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
よ
う
な
瓢
と
し
て
立
て
る
。
…
…
一
体
国
家
に
と
っ
て
頚
と
は
何
か
？
唯
一
人
の
例
外
も

１
プ
ト
ピ
ユ
ル
ガ
ー

な
い
何
市
民
の
こ
と
な
の
だ
。
」
ぐ
随
】
・
の
｝
届
ロ
（
甘
・
の
．
■
へ
扇
・

（
皿
）
国
泓
ｐ
ｑ
Ｐ
の
。
⑱
Ｓ
か
⑱
Ｓ
・

（
班
）
凶
耳
の
ロ
】
の
耳
の
・
の
。
←
訓
・
瞠
窃
・

（
妬
）
『
側
家
諭
』
の
序
論
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
推
論
す
る
。
①
「
自
由
で
あ
り
、
絶
対
的
に
創
造
的
な
の
は
、
そ
の
行
為
の
根
底
に
、

所
与
の
存
在
の
領
域
か
ら
は
川
来
し
な
い
よ
う
な
概
念
が
あ
る
も
の
の
み
だ
。
」
（
の
煎
貝
⑩
］
の
胃
の
．
ｍ
・
綴
の
）
ｌ
②
こ
の
概
念
、
「
真
の
存
在
の
認
調

が
知
識
学
の
課
題
で
あ
る
。
Ｌ
（
の
・
圏
Ｓ
ｌ
③
「
こ
の
よ
う
な
純
粋
概
念
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
人
倫
的
生
滅
が
産
み
出
さ
れ
る
。
Ｌ
「
し
た
が
っ
て

、
、
、
、
、
、
、

実
践
哲
学
の
課
題
は
、
そ
の
人
倫
的
向
’
川
の
外
的
条
件
…
…
法
の
法
則
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
Ｌ
（
の
．
館
涜
・
＄
⑬
）

（
”
）
の
胃
ｇ
］
の
旨
の
．
ｍ
・
恩
］
．
、
鯖
国
旦
の
汀
３
．
の
。
＄
傘
・
こ
の
主
体
と
し
て
神
概
念
を
想
定
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
（
卯
）
を
参
照
。

、
、
、

る
。
（
も
ち
ろ
ん
両
者
と
ｊ
鞆
》
結
局
は
同
一
性
な
の
だ
か
ら
、
と
い
う
班
‐
川
で
区
別
を
腹
昧
に
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
と
ブ
ィ
ヒ
テ
の
原
理
的
対
立
、
、

点
は
少
し
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
）
「
世
界
は
知
に
お
い
て
の
み
現
存
す
る
。
・
・
・
…
し
た
が
っ
て
Ⅲ
界
は
間
接
的
に
、
す
な
わ
ち
知
に

、
、
、
、
、

媒
介
さ
れ
て
い
る
神
の
実
存
、
身
で
あ
り
、
何
徹
に
知
が
直
接
神
の
尖
存
で
あ
る
。
」
ご
繭
一
・
口
の
Ｑ
§
烏
目
⑪
、
．
】
②
Ｐ
ま
た
『
側
家
諭
し
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
比
並
は
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
渋
理
、
世
界
計
画
論
を
蝋
的
に
姫
け
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
「
真
に
実
在
的
な
も
の
は
、
月
‐
川
に
よ
っ
て
の
み
産
Ⅲ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
Ｌ
「
人
狐
は
あ
る
所
与
の
存
在
〔
つ
ま
り
神
〕
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
〔
各
人
の
〕
行
為
に
よ
っ
て
神
の
意
志
と
合
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
自
由
な
の
だ
。
」
ご
ｍ
］
・
の
前
日
【
い
］
①
宵
の
．
⑪
・
上
（
罰
・
闘
い
・

（
皿
）
ロ
の
。
２
回
（
】
且
封
の
。
ｍ
・
別
。

な
お
、
私
的
所
打
の
価
価
低
下
を
『
国
家
論
』
は
、
「
自
由
の
王
倒
」
と
対
比
し
て
珊
的
に
「
所
打
国
家
」
と
い
う
形
で
表
現
し
て
い
る
。
ご
曲
】
．

、
【
凹
口
芹
巴
の
ゴ
同
Ｐ
ｍ
・
一
再
、
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
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「
純
粋
自
我
の
自
己
強
制
…
…
と
い
う
点
に
市
民
社
会
の
政
治
化
の
理
論
的
根
拠
が
、
そ
し
て
民
衆
の
自
己
解
放
の
う
ち
に
実
践
的
根

（
１
）
 

拠
が
あ
る
の
だ
」
、
と
我
念
が
一
肌
稿
で
確
認
し
た
と
き
も
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
民
衆
と
は
、
純
粋
自
我
実
在
化
の
媒
介
諸
形
態
を
認
識
し
て

い
る
存
在
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
フ
ィ
ヒ
テ
も
次
の
よ
う
な
注
意
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
ら
の
代

理
人
を
自
ら
選
出
す
べ
き
民
衆
は
す
で
に
十
分
陶
冶
形
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
「
民
主
制
〔
統
治
権
と
司
法
権
が
同
時
に
民

衆
に
属
す
る
体
制
〕
は
不
確
実
極
ま
り
な
い
体
制
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
国
家
の
外
に
、
各
員
の
暴
力
行
為
を
絶
え
ず
恐
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

（
２
）
 

だ
け
で
な
く
、
時
☆
は
法
律
の
名
に
お
い
て
不
正
を
為
す
、
興
奮
し
た
群
衆
の
盲
目
的
な
狂
気
を
も
恐
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
か
ら
」
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
自
然
法
の
基
礎
」
に
お
い
て
は
、
ジ
ャ
コ
パ
ン
独
裁
と
の
現
実
的
な
関
係
は
措
く
と
し
て
も
、
本
質
的
な
理
論
構
成

上
、
私
的
所
有
と
い
う
社
会
関
係
の
ア
プ
リ
オ
リ
性
が
前
提
に
さ
れ
て
い
た
の
で
、
私
的
所
有
の
（
潜
勢
的
）
主
体
も
ま
た
ア
プ
リ
オ
リ

に
民
衆
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
『
封
鎖
商
業
国
家
』
も
同
様
で
あ
る
。
理
論
的
根
拠
と
実
践
的
根
拠
と
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
で

は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
必
然
的
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
現
在
の
我
々
に
と
っ
て
は
明
ら
か
な
こ
と
だ
が
、
両
根
拠
の
同
一
視
が
つ
ね
に
成
立
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
前
節
で
述
べ

、
、
、

た
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
理
論
的
根
拠
は
つ
ね
に
絶
対
自
我
の
自
由
の
全
体
系
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
、
む
し
ろ
実
践
的
根
拠
と
の

乖
離
を
つ
ね
に
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
私
的
所
有
の
社
会
関
係
が
歴
史
的
に
相
対
化
さ
れ
る
と
、
こ
の
乖

離
は
現
実
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
的
所
有
関
係
の
必
然
性
は
現
実
の
民
衆
に
と
っ
て
概
念
化
で
き
る
と
し
て
も
、
絶

対
的
国
家
の
よ
う
な
、
精
神
的
共
同
体
を
も
含
む
社
会
の
必
然
性
や
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
必
然
性
は
、
必
ず
し
も
概
念
化
で
き
な
い
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）
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と
い
う
の
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
張
な
の
で
あ
る
。
（
こ
の
よ
う
に
我
だ
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
変
化
を
フ
ィ
ヒ
テ
の
置
か
れ
た
歴
史
的
諸
状
況
に

触
れ
ず
に
論
じ
る
こ
と
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
我
☆
に
と
っ
て
川
題
な
の
は
、
そ
の
社
会
哲
学
の
射
程
を
確
定
す
る
こ
と
な
の
で

（
３
）
 

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
）
も
ち
ろ
ん
我
狩
は
こ
の
主
張
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
民
衆
の
自
己
解
放
能
力
を
否
定
し
た
、

（
４
）
 

と
い
う
歪
川
さ
れ
た
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
許
さ
れ
な
い
。
た
し
か
に
こ
の
解
釈
を
許
す
か
の
よ
う
な
表
汎
が
あ

る
。
「
法
状
態
は
全
員
の
状
態
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。
が
、
全
員
に
そ
の
能
力
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
」
「
本
来
歴
史
を
概
念
的
に
把
握

す
る
の
は
、
歴
史
の
上
に
浮
か
び
、
民
衆
の
共
通
の
立
場
と
の
対
立
を
認
識
し
て
い
る
、
抽
象
力
の
あ
る
観
察
者
だ
け
な
の
だ
。
民
衆
な

（白、）

ど
で
は
な
い
。
」
そ
し
て
こ
の
種
の
片
言
隻
句
は
無
数
に
引
川
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
な
は
フ
ィ
ヒ
テ
社
会
哲
学
の
韮
本
路
線

を
見
失
う
べ
き
で
な
い
。
絶
対
的
自
我
の
自
由
の
原
理
が
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
政
治
化
さ
れ
た
市
民
社
会
の
根
拠
が
労
働

に
韮
く
私
的
所
有
の
平
等
な
強
制
に
あ
る
こ
と
、
絶
対
的
国
家
に
お
け
る
共
属
意
識
の
形
成
も
諸
個
人
の
陶
冶
形
成
の
平
等
と
し
て
構
成

さ
れ
る
こ
と
、
等
々
を
繰
り
返
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
歴
史
把
握
の
原
理
を
述
べ
た
次
の
引
用
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
「
平
等

が
突
践
的
自
由
に
と
っ
て
の
課
題
で
あ
る
。
信
仰
か
ら
悟
性
へ
の
人
頬
の
歩
糸
〔
前
述
の
直
接
態
か
ら
媒
介
態
へ
の
展
洲
〕
が
歴
史
な
の

で
あ
り
、
同
様
に
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
不
平
等
か
ら
平
等
へ
の
歩
み
が
歴
史
な
の
だ
。
と
い
う
の
は
、
人
間
諸
関
係
を
秩
序
づ
け
る

（
６
）
 

悟
性
の
妓
初
の
帰
結
が
、
人
間
諸
関
係
に
お
け
る
平
等
だ
か
ら
だ
。
」

た
だ
我
盈
が
満
Ⅱ
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
プ
ィ
ヒ
テ
が
絶
対
的
囚
家
に
お
け
る
人
桁
的
、
紐
済
的
・
政
治
的
等
な
の
ｎ
山
の
平
等

化
を
強
調
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
自
由
を
価
値
低
下
さ
せ
、
共
属
意
識
の
共
同
体
と
し
て
の
絶
対
的
国
家
を
提
起
す
る
な
ら
ば
、
前

述
の
よ
う
な
特
殊
な
担
い
手
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
一
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
絶
対
的
自

我
の
実
在
化
の
諸
条
件
の
う
ち
に
粉
神
的
共
同
体
を
組
糸
込
む
か
ぎ
り
、
（
我
な
に
と
っ
て
は
）
危
険
な
社
会
論
を
腿
側
す
る
契
機
が
や

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）
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は
り
存
在
す
る
。
と
い
う
の
は
、
我
だ
が
度
盈
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
把
握
は
、
自
由
実
在
化
の
媒
介
諸
形
態
の
す
べ
て
の
認
識

を
前
提
し
、
そ
し
て
終
局
に
あ
る
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
け
が
真
の
自
由
の
王
国
な
の
だ
か
ら
、
人
間
は
論
理
必
然
的
に
こ
の
理
念
を
目

折
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
こ
の
推
論
は
容
易
に
八
日
山
へ
の
強
制
Ｖ
へ
と
転
化
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か

（
７
）
 

に
我
為
は
「
外
的
法
は
強
制
さ
る
べ
き
だ
が
、
内
面
的
に
は
教
化
に
よ
っ
て
自
由
の
洞
察
へ
と
陶
冶
形
成
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
」
と
か
、

「
強
制
主
の
自
己
否
定
Ｌ
と
か
フ
ィ
ヒ
テ
が
語
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
前
述
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
荻
水
路
線
も
そ
の
こ

と
を
爪
則
的
に
は
確
認
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
民
衆
の
自
己
解
放
の
た
め
に
は
決
定
的
な
契
機
、
「
教
化
に
よ
る

陶
冷
形
成
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
。
む
し
ろ
民
衆
の
解
放
の
た
め
に
こ
そ
教
化
が
要
請
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
教
育
身
分
…
…
他
人
を
蓉
楓
的
認
識
〔
道
徳
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
必
然
性
の
認
識
ノ
〕
へ
と
灘
き
う
蕊
」
と
労
働
身
分
へ

の
市
民
の
分
裂
が
釜
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
こ
の
教
育
身
分
は
、
統
治
者
を
も
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
麺

し
た
が
っ
て
、
政
治
化
さ
れ
た
市
民
社
会
に
お
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
が
肯
定
し
た
国
家
市
民
制
の
原
理
は
祈
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
総
括
的

に
言
え
ば
、
こ
こ
に
我
盈
は
新
た
な
形
式
に
お
け
る
八
脚
川
と
強
制
ｖ
川
題
、
し
か
も
洲
神
的
生
活
レ
ベ
ル
に
お
け
る
八
日
山
へ
の
強

、
、

制
Ｖ
問
題
を
兇
い
Ⅲ
す
の
で
あ
る
。
た
だ
し
我
だ
が
敢
え
て
シ
」
の
帰
結
を
プ
ィ
ヒ
テ
の
推
論
が
孕
む
危
険
と
規
定
し
た
の
は
、
前
述
し
た

、
、
、

と
う
り
、
思
惟
の
絶
対
的
向
巾
の
原
則
や
平
等
化
の
原
則
ｎ
体
を
フ
ィ
ヒ
ー
フ
が
絶
対
に
否
定
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
歴
史
的
関
係
と
し
て
の
私
的
所
有
関
係
の
把
握
を
軸
に
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
的
国
家
榊
成
が
孕
む
八
自
由
と
強
制
Ｖ
問
題
の

新
た
な
展
開
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
描
く
と
き
、
我
☆
は
、
前
節
で
指
摘
し
た
、
概
念
Ｉ
理
念
構
成
、
お
よ
び
媒
介
者
の
自
立
存
在
化
の
問

題
が
雑
底
に
あ
る
こ
と
を
推
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
巡
閲
は
ど
の
よ
う
な
榊
造
を
も
つ
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
ペ
ー
ス
と
し
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
歴
史
哲
学
全
体
を
我
☆
は
ど
の
よ
う
に
総
括
し
評
価
で
き
る
の
か
、
そ
れ
が
狄
の
課
題
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
側
家
（
二
）
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（
１
）
前
掲
拙
稲
、
五
六
頁
。

（
２
）
の
Ｈ
色
ロ
巳
い
い
①
△
の
⑪
Ｚ
四
目
月
の
◎
博
の
》
の
。
⑭
ｍ
の
》
厨
⑪
。

（
３
）
歴
史
的
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
ラ
ー
ソ
宛
の
手
紙
が
詳
し
い
。
く
い
一
・
○
・
勺
。
（
ｗ
○
○
８
．
（
印
曾
日
：
］
：
。
夢
の
津
の
口
８
Ｈ
⑪
ぐ
・
〕
島
ｏ
Ｐ

Ｈ
ｂ
ｐ
埆
日
Ｐ
回
、
》
の
局
の
Ｐ
②
ロ
ロ
○
○
・
》
巳
⑭
Ｐ
己
．
⑬
①
⑬
Ｉ
⑭
＠
ｍ
。

（
４
）
く
い
浜
ご
「
Ｅ
日
い
い
。
ｐ
●
。
。
》
の
。
鼠
『
廟
。

（
５
）
、
什
目
跡
】
の
胃
⑪
の
。
＄
の
）
台
Ｐ
く
い
】
・
の
ワ
の
ロ
８
つ
の
。
、
臼
魚
。

（
６
）
同
ワ
の
己
口
．
、
．
⑪
ｇ
・
自
由
の
平
等
化
の
原
理
を
強
調
す
る
の
が
、
プ
ー
ル
と
イ
ル
リ
ッ
ッ
の
研
究
で
あ
る
。
く
い
］
・
切
目
旦
厚
忌
薗
・
ロ
・
回
・
Ｐ

「戸、′角、〆、

９８７ 
、.'ミーノ、-' ⑪

０
℃
提
ｍ
Ｊ
Ｈ
］
の
銃

い
【
四
脚
庁
⑩
］
の
丘
Ｎ
Ｐ
⑩
０
｜

回
ワ
の
ｐ
Ｑ
Ｐ
の
・
吟
⑪
Ｐ

ぐ
ぃ
］
・
◎
ず
⑥
ロ
ロ
酔
い
・
命
『
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
）

⑩
。
い
い
ｑ
吟
②
の
。

七


